
令
和
元
年
五
月
七
日
受
領

答
弁
第
一
四
五
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
四
五
号

令
和
元
年
五
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
保
安
規
定
違
反
を
「
結
果
オ
ー
ラ
イ
」
に
し
た
保
安
検
査
体
制
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
保
安
規
定
違
反
を
「
結
果
オ
ー
ラ
イ
」
に
し
た
保
安
検
査
体
制
の
改
善
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
保
安
規
定
」
に
つ
い
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
定
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
同

条
第
四
項
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
及
び
そ
の
従
業
者
は
こ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
保
安
規
定
の
変
更
」
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
原
子
力
規
制
委
員
会
が
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
っ
た

平
成
三
十
年
度
第
�
四
半
期
の
保
安
検
査
に
お
い
て
、
東
京
電
力
の
各
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
不
適
合
事
象
（
平
成

二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
四
日
ま
で
の
間
に
、
東
京
電
力
に
お
い
て
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、

一



運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
七
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
予
防
処
置
（
以

下
「
予
防
処
置
」
と
い
う
。
）
の
必
要
性
の
検
討
が
「
要
」
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
二
百
八
十
八
件
に
つ
い
て
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
全
て
に
つ
い
て
、
同
令
第
七
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
是
正
処
置
（
以
下
「
是
正
処
置
」
と
い
う
。
）

に
係
る
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
う
ち
二
百
五
十
五
件
に
つ
い
て
は
予
防
処
置
に
係
る
対
応
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

残
り
三
十
三
件
に
つ
い
て
は
当
該
対
応
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
現
在
、
所
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
た
処
置
が
進
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
当
該
対
応
に
つ
い
て
定
め
た
御
指
摘
の
保
安
規
定
の
内
容
に
関
し
て
は
不
備
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
原
子

力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
そ
の
変
更
の
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
安
検
査
（
以
下
「
保
安
検
査
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
原
子
力
保
安
検
査
官
が
原
子
力
事
業
者
等
の
保
有
す
る
資
料
等
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
書
に

記
載
し
た
も
の
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
保
安
検
査
に
関
連
す
る
資
料
に
つ
い

て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
請

求
が
あ
れ
ば
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
保
安
検
査
に
お
い
て
保
安
規
定
違
反
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
保
安
検
査

実
施
要
領
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
原
子
力
規
制
庁
）
に
基
づ
き
、
安
全
機
能
に
係
る
「
違
反
の
結
果
に
よ
る
原
子
力
安

全
へ
の
影
響
」
及
び
「
違
反
に
至
る
過
程
の
品
質
保
証
上
の
問
題
」
の
二
つ
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
い
違
反
区
分
を
判
定
す

る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
安
全
上
重
要
な
機
器
を
含
め
、
東
京
電
力
の
各
発
電
用
原
子
炉

施
設
に
お
け
る
機
器
に
係
る
不
適
合
に
つ
い
て
は
是
正
処
置
に
係
る
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
違
反
の
結
果
に

よ
る
原
子
力
安
全
へ
の
影
響
」
の
観
点
か
ら
は
問
題
は
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
う
し
た
不
適
合
に
係
る

情
報
を
当
該
不
適
合
が
発
生
し
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
そ
の
他
の
東
京
電
力
の
発
電
用
原
子
炉
施

設
に
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
同
様
の
不
適
合
を
未
然
に
防
ぐ
予
防
処
置
に
係
る
対
応
に
お
い
て
不
履
行
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
違
反
に
至
る
過
程
の
品
質
保
証
上
の
問
題
」
の
観
点
か
ら
違
反
区
分
を
判
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
過
小
評
価
」

に
は
当
た
ら
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
早
急
な
改
善
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
布
の
日
で
あ
る
平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

三



超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原

子
力
事
業
者
等
に
よ
る
検
査
の
実
施
状
況
等
の
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
総
合
的
な
評
定
を
し
、
並
び
に
当
該
検

査
及
び
当
該
評
定
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会

は
、
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
施
設
使
用
停
止
を
含
め
た
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
検
査
の
結
果
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
総
合
的
な
評
定
の
公
表
等
に
よ
り
、
御
指
摘
の
「
情
報
公
開
」
も
踏

ま
え
た
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
が
強
化
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


